
 

           更新時における免許情報等の引継ぎ 

 

既に運転免許センター等において運転免許証や運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化処理を

行っている方が、マイナンバーカードを更新する際、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等

をあらかじめ引き継ぐことができるようになります。 

 

⚫ 対象者 

➢ 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方 

➢ 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方 

➢ 以下の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方 

・現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方 

・現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方 

 

⚫ 引継ぎを行う方法 

➢ オンライン申請サイトから交付申請のみ 

※市役所窓口・郵送・証明写真機等からの申請では、免許情報等の引継ぎ不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★のいずれかを選択！ 

引継ぎ不可の場合 

 

 

 

 

☑氏名又は住所に外字が含

まれている場合 

☑直近で氏名又は住所等の 

変更があった場合 

☑入力された免許情報記録

番号に誤りがあった場合 

など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力された免許情報記録番号に誤りがあった場 

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許情報記録番号 

☑マイナ免許証読み取りアプリ

で確認することが可能です。 

申請後、概ね１カ月～1 カ月半程

度で交付通知書（はがき） 

が届きます。 

（下記の内容を要チェック！） 

交付通知書（はがき）見本 

●交付通知書に「記録：有」と記載されている場合 

一体化完了。マイナ免許証等の状態で新しいマイナン

バーカードが交付されます。 

●交付通知書に「記録：無」と記載されている場合 

申請時の入力誤り等の何らかの事情により新しいカードに一体化さ

れていません。免許センター等で再度、登録しなければマイナ免許証

等として使用することができません。 


